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町税等納期

※口座振替の方は、納期限前日までに口座残高

の確認をお願いします。

※国民健康保険税はコンビニエンスストアでも

納付できます。

　ただし納付書１枚の金額が30万円を超えた

り、納期限後30日を経過した納付書は、コン

ビニエンスストアでは使用できません。

※口座振替は、指定の口座から納期限日に自動

的に振り替えて納付できる便利な制度ですの

で、ぜひご利用ください。なお利用するため

には申し込みが必要です。

２㊊
10 国民健康保険税（３期）

介 護 保 険 料（３期）
後期高齢者医療保険料（２期）
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催
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郡
山
税
務
署
で
は
事
業
者
の

方
を
対
象
と
し
て
、
平
成
31
年

10
月
か
ら
実
施
さ
れ
る
消
費
税

軽
減
税
率
制
度
に
関
す
る
説
明

会
を
下
表
の
日
程
で
開
催
し
ま

す
。

　

多
く
の
事
業
者
の
方
に
関
係

の
あ
る
制
度
で
す
の
で
、
ぜ
ひ

説
明
会
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

な
お
会
場
の
都
合
上
、
席
に

限
り
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
了

承
く
だ
さ
い
。

■消費税軽減税率制度説明会日程

日程 時間 会場 所在地

10月19日㊍

10:00～11:00
13:30～15:00

大槻ふれあいセンター 郡山市大槻町字中前田56-1

10月20日㊎ 船引公民館 田村市船引町船引字南元町28

10月24日㊋ 安積総合学習センター 郡山市安積町荒川字南赤坂265

※内容は午前・午後ともに同じです。
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※
電
話
は
自
動
音
声
に
よ
り
案

内
し
て
い
ま
す
の
で
、
音

声
案
内
に
従
い「
２
」を
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。
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知
っ
て
い
ま
す
か
？
建
退
共
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建
退
共
制
度
は
、
中
小
企
業

退
職
金
法
に
基
づ
く
建
設
現
場

労
働
者
の
福
祉
の
増
進
と
建
設

業
を
営
む
中
小
企
業
の
進
行
を

目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
、
事
業

主
の
方
々
が
労
働
者
の
働
い
た

日
数
に
応
じ
て
掛
金
と
な
る
共

済
証
紙
を
共
済
手
帳
に
貼
り
、

そ
の
労
働
者
が
建
設
業
界
で
働

く
こ
と
を
や
め
た
と
き
に
建
退

共
か
ら
退
職
金
を
支
払
う
と
い

う
、
い
わ
ば
業
界
全
体
で
の
退

職
金
制
度
で
す
。

◆
加
入
で
き
る
事
業
主

　

建
設
業
を
営
む
方

◆
対
象
と
な
る
労
働
者

　

建
設
業
の
現
場
で
働
く
方

◆
掛
金

　

日
額
３
１
０
円

◆
特
長

・
国
の
制
度
な
の
で
安
全
、
確

実
、
申
し
込
み
手
続
き
は

簡
単
で
す
。

・
経
営
事
項
審
査
で
加
点
評
価

の
対
象
と
な
り
ま
す
。

・
掛
金
の
一
部
を
国
が
助
成
し

ま
す
。

・
掛
金
は
事
業
主
負
担
と
な

り
ま
す
が
、
法
人
は
損
金
、

個
人
で
は
必
要
経
費
と
し

て
扱
わ
れ
、
税
法
上
全
額

非
課
税
と
な
り
ま
す
。　

・
事
業
主
が
変
わ
っ
て
も
退
職

金
は
企
業
間
を
通
算
し
て

計
算
さ
れ
ま
す
。

《
建
退
共
制
度
の
特
例
措
置
の
お

知
ら
せ
》

　

建
退
共
で
は
、
地
震
な
ど
に

よ
り
災
害
救
助
法
が
適
用
さ
れ

た
皆
さ
ん
に
対
し
、
各
種
手
続

き
の
特
例
措
置
を
実
施
し
て
い

ま
す
。

《
建
退
共
か
ら
事
業
主
の
皆
さ
ん
へ
》

・
共
済
証
紙
は
、
労
働
者
の
就

労
日
数
に
応
じ
て
適
正
に

貼
付
し
て
く
だ
さ
い
。

・「
建
設
業
退
職
金
共
済
手
帳
」

を
所
持
し
て
い
る
労
働
者

が
建
設
業
界
を
引
退
す
る

と
き
は
、
忘
れ
ず
に
退
職

金
を
請
求
す
る
よ
う
指
導

し
て
く
だ
さ
い
。
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